
許認可事項一覧 保健福祉部

保１

厚生課 3 生活保護法 5

保護の開始の
決定（第２４
条第１項）

①保護の基準（第
８条）
②要保護者の需要
の測定（生活保護
法による保護の基
準）

１０日（休日
は含まな
い。）

保２

厚生課 3 生活保護法 5

保護の変更の
決定（第２４
条第５項）

①保護の基準（第
８条）
②要保護者の需要
の測定（生活保護
法による保護の基
準）

１０日（休日
は含まな
い。）

保３
厚生課 3 生活保護法 職権による保護

の変更（第２５
条第２項）

保４

厚生課 3 生活保護法 保護を必要とし
なくなったとき
の保護の停止及
び廃止の処分
（第２６条）

保６

厚生課 3 生活保護法 指示等に従わな
い者に対する保
護の変更、停止
又は廃止（第６
２条第３項）

保９

厚生課 3 生活保護法 不正受給者又不
正指定医療機関
等からの費用徴
収（第７８条第
１項及び第３
項）

保１２

厚生課 3 生活保護法
違反者に対する
責任としての事
業主への罰則
（第８７条）

保１８
障がい福祉
課

1 在宅障害者自
助・訓練具給付
要綱

5
給付の決定
（第５条）

未設定（④） １０日

保１９

障がい福祉
課

1 鹿沼市心身障害
者扶養共済制度
掛金助成規則

5
助成の申請等
（第３条）

助成対象者（第２
条並びに栃木県条
例第４条及び第５
条第２項）

３０日

保２１
障がい福祉
課

1 鹿沼市心身障害
者扶養共済制度
掛金助成規則

資格喪失の届出
（第７条）

保２２
障がい福祉
課

1 鹿沼市障害児交
通費助成要綱

5 助成の申請等
（第５条）

助成対象者（第２
条）

６０日

保２４

障がい福祉
課

1 障害者の日常生
活及び社会生活
を総合的に支援
するための法律

2 特例介護給付
費又は特例訓
練等給付費の
支給（第３０
条第１項）

支給の対象となる
場合（第３０条第
１項第２号）

１０日

保２５

障がい福祉
課

3 障害者の日常生
活及び社会生活
を総合的に支援
するための法律

5 育成医療費の
支給の認定
（第５４条第
１項）

未設定（④） 未設定（④）

保２６

障がい福祉
課

3 特別児童扶養手
当等の支給に関
する法律

5
障害児福祉手
当受給資格の
認定（第１９
条）

①障害児福祉手当
の支給要件（第１
７条）
②支給の適用除外
となる給付（法律
施行令第６条）

３０日

保２７

障がい福祉
課

3 特別児童扶養手
当等の支給に関
する法律

受給資格者の所
得による支給の
制限（第２０
条）

保２８

障がい福祉
課

3 特別児童扶養手
当等の支給に関
する法律

受給資格者の配
偶者又は受給資
格者の扶養義務
者の所得による
支給の制限（第
２１条）

保３１

障がい福祉
課

3 特別児童扶養手
当等の支給に関
する法律

5 障害児福祉手
当受給資格の
再認定（第２
６条において
準用する第５
条第２項）

①障害児福祉手当
の支給要件（第１
７条）
②支給の適用除外
となる給付（法律
施行令第６条）

３０日

申請による許認可等
不利益処分
（条項）

届出
（条項）

№ 所管課
法令
区分

法令名
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許認可事項一覧 保健福祉部

申請による許認可等
不利益処分
（条項）

届出
（条項）

№ 所管課
法令
区分

法令名

保３４

障がい福祉
課

3 特別児童扶養手
当等の支給に関
する法律

5 特別障害者手
当受給資格の
認定（第２６
条の５におい
て準用する第
１９条）

特別障害者手当の
支給要件（第２６
条の２）

３０日

保３５

障がい福祉
課

3 特別児童扶養手
当等の支給に関
する法律

5 特別障害者手
当受給資格の
再認定（第２
６条の５にお
いて準用する
第５条第２
項）

特別障害者手当の
支給要件（第２６
条の２）

３０日

保３８

障がい福祉
課

3 特別児童扶養手
当等の支給に関
する法律

特別障害者手当
の返還（第２６
条の５において
準用する第２２
条第２項）

保４２

障がい福祉
課

3 特別児童扶養手
当等の支給に関
する法律施行規
則

手当額の改定の
届出（第３条）

保４３

障がい福祉
課

3 特別児童扶養手
当等の支給に関
する法律施行規
則

所得状況の届出
（第４条）

保４４

障がい福祉
課

3 特別児童扶養手
当等の支給に関
する法律施行規
則

氏名変更の届出
（第５条）

保４５

障がい福祉
課

3 特別児童扶養手
当等の支給に関
する法律施行規
則

住所変更の届出
（第６条）

保４６

障がい福祉
課

3 特別児童扶養手
当等の支給に関
する法律施行規
則

支払方法変更の
届出（第７条）

保４９

障がい福祉
課

3 特別児童扶養手
当等の支給に関
する法律施行規
則

受給資格喪失の
届出（第１１
条）

保５０

障がい福祉
課

3 特別児童扶養手
当等の支給に関
する法律施行規
則

死亡の届出（第
１２条）

保５１

障がい福祉
課

1 鹿沼市特定疾患
者福祉手当支給
条例

5

受給資格の認
定（第４条）

①受給資格（第３
条）
②特定疾患（第２
条、規則第２条及
び規則別表）

３０日

保５２
障がい福祉
課

1 鹿沼市特定疾患
者福祉手当支給
条例

受給資格の喪失
（第５条）

保５３
障がい福祉
課

1 鹿沼市特定疾患
者福祉手当支給
条例

支給の制限（第
７条）

保５６

障がい福祉
課

1 鹿沼市特定疾患
者福祉手当支給
条例

住所又は氏名若
しくは受給資格
の変更の届出
（第１２条）

保５７
障がい福祉
課

1 鹿沼市特定疾患
者福祉手当支給
条例施行規則

現況届の提出
（第６条）

保５８

障がい福祉
課

1 鹿沼市特定疾患
者福祉手当支給
条例施行規則

5

未支給手当の
申請（第７
条）

①未支給の手当の
受給要件（条例第
８条）
②受給資格（条例
第３条）
③特定疾患（第２
条、規則第２条及
び規則別表）

６０日

保５９

障がい福祉
課

1 鹿沼市重度心身
障害者福祉手当
支給条例

5

受給資格の認
定（第４条）

①受給資格（第３
条）
②重度心身障害者
（第２条第１項及
び別表）

３０日

保６０
障がい福祉
課

1 鹿沼市重度心身
障害者福祉手当
支給条例

受給資格の喪失
（第５条）

保６１
障がい福祉
課

1 鹿沼市重度心身
障害者福祉手当
支給条例

支給の制限（第
７条）
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許認可事項一覧 保健福祉部

申請による許認可等
不利益処分
（条項）

届出
（条項）

№ 所管課
法令
区分

法令名

保６４

障がい福祉
課

1 鹿沼市重度心身
障害者福祉手当
支給条例

住所若しくは氏
名の変更、施設
入所又は資格喪
失の届出（第１
２条）

保６６

障がい福祉
課

1 鹿沼市重度心身
障害者福祉手当
支給条例施行規
則

5

未支給手当の
申請（第７
条）

①未支給の手当の
受給要件（条例第
８条）
②受給資格（条例
第３条）
③重度心身障害者
（条例第２条第１
項及び条例別表）

６０日

保６７
障がい福祉
課

1 鹿沼市重度心身
障害者医療費助
成に関する条例

助成金の返還
（第６条）

保６８

障がい福祉
課

1 鹿沼市重度心身
障害者医療費助
成に関する条例
施行規則

5
受給資格者証
の申請（規則
第２条）

①重度心身障害者
（条例第２条第１
項）
②助成対象者（条
例第３条）

６０日

保６９

障がい福祉
課

1 鹿沼市重度心身
障害者医療費助
成に関する条例
施行規則

5
助成の申請
（第５条）

助成の基準（条例
第４条及び第５
条）

６０日

保７０

障がい福祉
課

1 鹿沼市重度心身
障害者医療費助
成に関する条例
施行規則

住所変更又は加
入保険の変更の
届出（第７条）

保７１

障がい福祉
課

1 鹿沼市重度心身
障害者医療費助
成に関する条例
施行規則

受給資格者証の
返還（第８条）

保７４
高齢福祉課 1 鹿沼市高齢者福

祉センター条例
4 使用料の減免

（第８条）
減免の基準（第８
条）

７日

保７７
高齢福祉課 3 鹿沼市在宅要介

護高齢者介護手
当支給条例

5 介護手当の支
給決定（第６
条）

受給資格等（第２
条、第３条、第４
条及び第５条）

９０日から１
５０日

保８０

高齢者・障
害者トレー
ニングセン
ター

1 鹿沼市高齢者・
障害者トレーニ
ングセンター条
例

1 利用の許可
（第４条及び
規則第４条第
１項）

許可の基準（第４
条）

７日以内

保８２

高齢者・障
害者トレー
ニングセン
ター

1 鹿沼市高齢者・
障害者トレーニ
ングセンター条
例施行規則

利用者カードの
紛失等の届出
（第６条）

保８３

介護保険課 3 介護保険法 資格の取得及び
喪失の届出（第
１２条第１項及
び第２項）

保８４

介護保険課 3 介護保険法 資格の喪失に伴
う被保険者証の
返還（第１２条
第４項）

保８５
介護保険課 3 介護保険法 不正利得の徴収

等（第２２条）

保８７

介護保険課 3 介護保険法 5 特例居宅介護
サービス費の
支給（第４２
条）

支給の基準（施行
令第１５条）

９０日

保８８

介護保険課 3 介護保険法 5 特例地域密着
型介護サービ
ス費の支給
（第４２条の
３）

支給の基準（施行
令第１５条の３）

９０日

保８９

介護保険課 3 介護保険法 5

居宅介護福祉
用具購入費の
支給（第４４
条）

支給の基準（①施
行規則第７０条、
第７２条及び７３
条②平成１２年１
月３１日老企第３
４号）

９０日

保９０

介護保険課 3 介護保険法 5

居宅介護住宅
改修費の支給
（第４５条）

支給の基準（①施
行規則第７４条及
び第７６条②施行
令第１８条③平成
１２年１月３１日
老企第３４号④平
成１２年３月８日
老企第４２号）

９０日

保９１

介護保険課 3 介護保険法 5 特例居宅介護
サービス計画
費の支給（第
４７条）

支給の基準（施行
令第２０条）

９０日
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許認可事項一覧 保健福祉部

申請による許認可等
不利益処分
（条項）

届出
（条項）

№ 所管課
法令
区分

法令名

保９２

介護保険課 3 介護保険法 5 特例施設介護
サービス費の
支給（第４９
条）

支給の基準（施行
令第２２条）

９０日

保９３

介護保険課 3 介護保険法 4

居宅介護サー
ビス費等の額
の特例（第５
０条）

特例の基準（①施
行規則第８３条②
鹿沼市介護保険規
則第８条③鹿沼市
介護保険利用料減
免要綱第２条から
第７条まで）

３０日

保９４

介護保険課 3 介護保険法 5 高額介護サー
ビス費の支給
（第５１条第
１項）

①支給基準（第５
１条第１項）
②支給要件（施行
令第２２条の２）

９０日

保９５

介護保険課 3 介護保険法 5 高額医療合算
介護サービス
費の支給（第
５１条の２第
１項）

①支給基準（第５
１条の２第１項）
②支給要件（施行
令第２２条の３）

９０日

保９６

介護保険課 3 介護保険法 5 特例特定入所
者介護サービ
ス費の支給
（第５１条の
４）

支給の基準（施行
令２２条の５）

９０日

保９７

介護保険課 3 介護保険法 5 特例介護予防
サービス費の
支給（第５４
条）

支給の基準（施行
令第２４条）

９０日

保９８

介護保険課 3 介護保険法 5 特例地域密着
型介護予防
サービス費の
支給（第５４
条の３）

支給基準（施行令
２４条の３）

９０日

保９９

介護保険課 3 介護保険法 5
介護予防福祉
用具購入費の
支給（第５６
条）

支給の基準（①施
行規則第８９条及
び第９２条②平成
１２年１月３１日
老企第３４号）

９０日

保１００

介護保険課 3 介護保険法 5

介護予防住宅
改修費の支給
（第５７条）

支給の基準（①施
行規則第９３条及
び第９５条②施行
令第２７条③平成
１２年１月３１日
老企第３４号④平
成１２年３月８日
老企第４２号）

９０日

保１０１

介護保険課 3 介護保険法 5 特例介護予防
サービス計画
費の支給（第
５９条）

支給基準（施行令
第２９条）

９０日

保１０２

介護保険課 3 介護保険法 4

介護予防サー
ビス費等の額
の特例（第６
０条）

特例の基準（①施
行規則第９７条②
鹿沼市介護保険規
則第８条③鹿沼市
介護保険利用料減
免要綱第２条から
第７条まで）

３０日

保１０３

介護保険課 3 介護保険法 5 高額介護予防
サービス費の
支給（第６１
条第１項）

①支給の基準（第
６１条第１項）
②支給の要件（法
施行令第２９の
２）

９０日

保１０４

介護保険課 3 介護保険法 5 特例特定入所
者介護予防
サービス費の
支給（第６１
条の４）

支給基準（施行令
第２９条の５）

９０日

保１０８

介護保険課 3 介護保険法 保険料を徴収す
る権利が消滅し
た場合の保険給
付の特例（第６
９条）

保１０９

介護保険課 3 介護保険法 2 指定地域密着
型サービス事
業者の指定
（第７８条の
２第１項）

指定基準（第７８
条の２第４項、第
５項及び第６項）

９０日
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許認可事項一覧 保健福祉部

申請による許認可等
不利益処分
（条項）

届出
（条項）

№ 所管課
法令
区分

法令名

保１１２

介護保険課 3 介護保険法 2 指定地域密着
型介護予防
サービス事業
者の指定（第
１１５条の１
２）

指定基準（第１１
５条の１２）

９０日

保１１５

介護保険課 3 介護保険法 2 指定介護予防
支援事業者の
指定（第１１
５条の２２）

指定基準（施行令
第３５条の２）

９０日

保１１８
介護保険課 3 介護保険法施行

規則
資格取得の届出
（第２３条）

保１２０

介護保険課 3 介護保険法施行
規則

住所地特例対象
施設に入所又は
入居中の者に関
する届出（第２
５条）

保１２１
介護保険課 3 介護保険法施行

規則
発見した被保険
者証の返還（第
２７条第３項）

保１２３
介護保険課 3 介護保険法施行

規則
住所変更の届出
（第３０条）

保１２４
介護保険課 3 介護保険法施行

規則
世帯変更の届出
（第３１条）

保１２５
介護保険課 3 介護保険法施行

規則
資格喪失の届出
（第３２条）

保１２９

介護保険課 1 鹿沼市医療法人
等利用者負担助
成実施要綱

5
医療法人等利
用者負担助成
（第５条）

介護保健サービス
を利用する低所得
者で特に生計が困
難である者（第３
条）

７日

保１３０

介護保険課 1 鹿沼市指定地域
密着型サービス
事業所及び指定
地域密着型介護
予防サービス事
業所の指定等に
関する規則

指定地域密着型
サービス事業者
の事業所の名称
等の変更の届出
（第３条）

保１３１

介護保険課 1 鹿沼市指定介護
予防支援事業所
の指定等に関す
る規則

指定介護予防支
援事業者の事業
所の名称等の変
更の届出（第３
条）

保１３２

介護保険課 3 介護保険法 5

要介護認定
（第２７条第
１項）

①要介護状態（第
７条第１項）
②要介護状態の継
続見込期間（法施
行規則第２条）
③要介護認定の審
査判定基準等（要
介護認定等に係る
介護認定審査会に
よる審査及び判定
の基準等に関する
省令第１条及び第
３条）
④要介護認定の手
続（第２７条）
⑤要介護認定等の
手続の特例（第３
５条）

３０日

保１３３

介護保険課 3 介護保険法 5

要介護認定の
更新（第２８
条第２項及び
第３項）

①要介護状態（第
７条第１項）
②要介護状態の継
続見込期間（法施
行規則第２条）
③要介護認定の審
査判定基準等（要
介護認定等に係る
介護認定審査会に
よる審査及び判定
の基準等に関する
省令第１条及び第
３条）
④要介護認定の手
続（第２８条第４
項において準用す
る第２７条）
⑤要介護認定等の
手続の特例（第３
５条）

３０日
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許認可事項一覧 保健福祉部

申請による許認可等
不利益処分
（条項）

届出
（条項）

№ 所管課
法令
区分

法令名

保１３４

介護保険課 3 介護保険法 5

要介護状態区
分の変更の認
定（第２９
条）

①要介護状態（第
７条第１項）
②要介護状態の継
続見込期間（法施
行規則第２条）
③要介護認定の審
査判定基準等（要
介護認定等に係る
介護認定審査会に
よる審査及び判定
の基準等に関する
省令第１条及び第
３条）
④要介護認定の手
続（第２９条第２
項において準用す
る第２７条）
⑤要介護認定等の
手続の特例（第３
５条）

３０日

保１３５
介護保険課 3 介護保険法 要介護認定の取

消し（第３１条
第１項）

保１３６

介護保険課 3 介護保険法 5

要支援認定
（第３２条第
１項）

①要支援状態（第
７条第２項）
②要支援状態の継
続見込期間（法施
行規則第３条）
③要支援認定の審
査判定基準等（要
介護認定等に係る
介護認定審査会に
よる審査及び判定
の基準等に関する
省令第２条及び第
３条）
④要支援認定の手
続（第３２条）
⑤要介護認定等の
手続の特例（第３
５条）

３０日

保１３７

介護保険課 3 介護保険法 5

要支援認定の
更新（第３３
条第２項及び
第３項）

①要支援状態（第
７条第２項）
②要支援状態の継
続見込期間（法施
行規則第３条）
③要支援認定の審
査判定基準等（要
介護認定等に係る
介護認定審査会に
よる審査及び判定
の基準等に関する
省令第２条）
④要支援認定の手
続（第３２条）
⑤要介護認定等の
手続の特例（第３
５条）

３０日

保１３８

介護保険課 3 介護保険法 5

要支援状態区
分の変更の認
定（第３３条
の２）

①要支援状態（第
７条第２項）
②要支援状態の継
続見込期間（法施
行規則第３条）
③要支援認定の審
査判定基準等（要
介護認定等に係る
介護認定審査会に
よる審査及び判定
の基準等に関する
省令第２条）
④要支援認定の手
続（第３３条の２
第２項において準
用する第３２条）
⑤要介護認定等の
手続の特例（第３
５条）

３０日

保１４３
健康課 3 予防接種法 予防接種の実費

の徴収（第２８
条本文）
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許認可事項一覧 保健福祉部

申請による許認可等
不利益処分
（条項）

届出
（条項）

№ 所管課
法令
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法令名

保１４４

健康課 3 予防接種法 4
予防接種の実
費の徴収免除
（第２８条た
だし書）

徴収免除の基準
（第２８条ただし
書及び予防接種実
費徴収規則第４
条）

７日

保１４８
健康課 3 母子保健法 低体重児の届出

（第１８条）

保１４９

保険年金課 3 国民健康保険法 5 国保資格取得
（第７条並び
に第９条第１
項及び第２
項）

①被保険者の適用
除外（第６条）
②資格取得の時期
（第７条）

即日

保１５０

保険年金課 3 国民健康保険法 被保険者の資格
の取得及び喪失
等の届出（第９
条第１項、第９
項）

保１５１

保険年金課 3 国民健康保険法 5 療養の給付等
の困難者等へ
の療養費の支
給（第５４条
第１項及び第
２項）

許可の基準（第５
４条第１項及び第
２項）

申請月の３か
月後中旬まで

保１５２

保険年金課 3 国民健康保険法 5

訪問看護療養
費の支給（第
５４条の２）

①許可の基準（第
５４条の２第１項
及び第２項）
②訪問看護療養費
の支給に関する基
準（国民健康保険
法施行規則第２７
条の２）

申請月の３か
月後中旬まで

保１５３

保険年金課 3 国民健康保険法 5

特別療養費の
支給（第５４
条の３）

①支給の要件（第
５４条の３）
②記載内容（国民
健康保険法施行規
則第２７条の５第
１項及び第２８条
の２）
③費用に関する証
拠書類（施行規則
第２７条の５第２
項）
④医療機関からの
レセプト（施行規
則第２７条の６）
⑤指定訪問看護事
業者からのレセプ
ト（施行規則第２
７条の７）

診療月の３．
５か月後又は
申請月の３か
月後中旬のい
ずれか遅い方

保１５５

保険年金課 3 国民健康保険法 5

高額療養費の
支給（第５７
条の２）

①支給の要件（第
５７条の２第２
項）
②支給の要件（国
民健康保険法施行
令第２９条の２及
び第２９条の２の
２）
③算定基準（施行
規則第２９条の
３）
④記載の内容（第
２７条の１６第１
項及び第２８条の
２）
⑤その事実を証す
る書類（第２７条
の１６第３項、第
４項）

診療月の３か
月後又は申請
の翌々月のい
ずれか遅い方
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許認可事項一覧 保健福祉部

申請による許認可等
不利益処分
（条項）

届出
（条項）

№ 所管課
法令
区分

法令名

保１５６

保険年金課 3 国民健康保険法 5

出産育児一時
金の支給（第
２条及び第５
８条第１項）

①特別の理由によ
る給付制限（第５
８条第１項）
②他の法律の規定
による給付を受け
る場合の例外（第
７条第２項）
③妊娠の期間（国
民健康保険規則第
４７条）
④出産育児一時金
請求書、医師又は
助産婦の証明書
（国民健康保険規
則第４８条）

３０日

保１５７

保険年金課 3 国民健康保険法 5

葬祭費の支給
（第２条及び
第５８条第１
項）

①特別の理由によ
る給付制限（第５
８条第１項）
②他の法律の規定
による給付を受け
る場合の例外（第
８条第２項）
③葬祭費請求書及
び死亡診断書、埋
葬・火葬許可証の
写し（国民健康保
険規則第５１条）

３０日

保１５８

保険年金課 3 国民健康保険法 刑事施設等への
拘禁による療養
給付の制限（第
５９条）

保１６６

保険年金課 3 国民健康保険法 偽りその他の行
為によって得た
給付の不正利得
に対する徴収
（第６５条第３
項）

保１６７

保険年金課 3 国民健康保険法 保険給付が第三
者の行為によっ
て生じた場合の
損害賠償請求
（第６４条第１
項）

保１６８

保険年金課 3 国民健康保険法
施行規則

被保険者の資格
取得の届出（第
２条、３条、４
条）

保１６９

保険年金課 3 国民健康保険法
施行規則

特別の事情に関
する届出（第５
条、５条の２、
５条の４）

保１７０

保険年金課 3 国民健康保険法
施行規則

5 資格確認書の
再交付（第７
条第１項及び
第２項）

許可の基準（第７
条第１項及び第２
項）

即日

保１７１
保険年金課 3 国民健康保険法

施行規則
資格喪失の届出
（第１１条、１
２条、１３条）

保１７２

保険年金課 3 国民健康保険法
施行規則

5

食事療養標準
負担額の減額
に係る保険者
の認定（第２
６条の３）

①入院時食事療養
費（健康保険法第
８５条第２項）
②食事療養標準負
担額の減額の対象
者（健康保険法施
行規則第５８条第
１号）

３日

保１７３

保険年金課 3 国民健康保険法
施行規則

標準負担額減額
認定証の再交付
（第２６条の３
第５項）

保１７４

保険年金課 3 国民健康保険法
施行規則

5 入院時食事療
養費の支給
（第２６条の
５第１項）

許可の基準（第２
６条の５第１項及
び第２項）

申請月の３カ
月後の中旬ま
で

保１７５

保険年金課 3 国民健康保険法
施行規則

5

特定疾病に係
る保険者の認
定（第２７条
の１３）

①記載内容（第２
７条の１３第１項
及び第２８条の
２）
②医師の意見書
（第２７条の１３
第２項）

３日
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許認可事項一覧 保健福祉部

申請による許認可等
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№ 所管課
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法令名

保１７６

保険年金課 3 国民健康保険法
施行規則

特定疾病受療証
の再交付（第２
７条の１３第８
項）

保１７８

保険年金課 3 国民健康保険法
施行規則

第三者の行為に
よる被害の届出
（第３２条の
６）

保１８４

保険年金課 1 国民健康保険法 5 高額介護合算療
養費の支給（第
５７条の３）

①支給の要件（国
民健康保険法施行
令第２９条の４の
２）
②算定基準（施行
令第２９条の４の
３）
③記載の内容（施
行規則第２７条の
２６第１項及び第
２７条の２７第１
項）

申請月の３カ
月後の中旬ま
で

保１８５

保険年金課 3 国民健康保険法 特別療養費の支
給措置(第５４条
の３第１項、第
２項)
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